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まとめ資料（第 4条：地震による損傷の防止）抜粋版 

 

 

＜概 要＞ 

 

試験研究用等原子炉施設の設置許可基準規則の要求事項を明確化するとともに、それら要求に対

する高速実験炉原子炉施設の適合性を示す。 

 

（省略） 

 

4. 要求事項への適合性 

4.4 荷重の組合せと許容限界 

4.4.3 荷重の組合せ 

地震力と他の荷重との組合せは以下のとおりとする。 

（１）建物・構築物 

（ⅰ）Ｓクラスの建物・構築物については、常時作用している荷重及び運転時の状態で

作用する荷重と基準地震動による地震力を組み合わせる。 

（ⅱ）Ｓクラスの建物・構築物については、常時作用している荷重及び運転時の状態で

作用する荷重と弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方

の地震力を組み合わせる。 

（ⅲ）Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物については、常時作用している荷重及び運

転時の状態で作用する荷重と静的地震力を組み合わせる。  

※通常運転時に考慮している長期荷重に対し、原子炉停止時に追加が必要となる長期荷

重はない。 

（２）機器・配管系 

（ⅰ）Ｓクラスの機器・配管系については、通常運転時の状態で作用する荷重、及び運

転時の異常な過渡変化時の状態若しくは設計基準事故時の状態で作用する荷重のう

ち、長時間その作用が続く荷重と基準地震動による地震力を組み合わせる。 

（ⅱ）Ｓクラスの機器・配管系については、通常運転時の状態で作用する荷重、又は運

転時の異常な過渡変化時の状態若しくは設計基準事故時の状態で作用する荷重のう

ち、長時間その作用が続く荷重と弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力の

いずれか大きい方の地震力を組み合わせる。 

（ⅲ）Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系については、通常運転時の状態で作用する

荷重又は運転時の異常な過渡変化時の状態で作用する荷重と静的地震力を組み合わ

せる。  

※通常運転時に考慮している長期荷重に対し、原子炉停止時に追加が必要となる長期荷

重はない。 
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（３）荷重の組合せ上の留意事項 

（ⅰ）耐震設計では、水平 2方向及び鉛直方向の地震力による応力を適切に組み合わせ

る。 

（ⅱ）明らかに、他の荷重の組合せ状態での評価が厳しいことが判明している場合には、

その荷重の組合せ状態での評価は行わなくてもよいものとする。 

（ⅲ）複数の荷重が同時に作用する場合、それらの荷重による応力の各ピークの生起時

刻に明らかなずれがあることが判明しているならば、必ずしも、それぞれの応力の

ピーク値を重ねなくともよいものとする。 

（ⅳ）上位の耐震クラスの施設を支持する建物・構築物の当該部分の支持機能を検討す

る場合においては、支持される施設の耐震重要度分類に応じた地震力と常時作用し

ている荷重、運転時の状態で作用する荷重及びその他必要な荷重とを組み合わせる。

なお、対象となる建物・構築物及びその支持機能が維持されることを検討すべき地

震動を第 4.1表に示す。 

 

 


